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令
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・
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・
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・
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○

防
衛
省
組
織
令
（
昭
和
二
十
九
年
政
令
第
百
七
十
八
号
）
（
第
一
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

目
次

目
次

第
一
章

（
略
）

第
一
章

（
略
）

第
二
章

防
衛
装
備
庁

第
二
章

防
衛
装
備
庁

第
一
節

（
略
）

第
一
節

（
略
）

第
二
節

内
部
部
局

第
二
節

内
部
部
局

第
一
款

（
略
）

第
一
款

（
略
）

第
二
款

課
の
設
置
等

第
二
款

課
の
設
置
等

第
一
目
～
第
三
目

（
略
）

第
一
目
～
第
三
目

（
略
）

第
四
目

技
術
戦
略
部
（
第
百
九
十
六
条
―
第
百
九
十
九
条
の
二

第
四
目

技
術
戦
略
部
（
第
百
九
十
六
条
―
第
百
九
十
九
条
）

）第
五
目
・
第
六
目

（
略
）

第
五
目
・
第
六
目

（
略
）

第
三
節

（
略
）

第
三
節

（
略
）

第
四
節

施
設
等
機
関
（
第
二
百
十
三
条
―
第
二
百
二
十
一
条
）

第
四
節

施
設
等
機
関
（
第
二
百
十
三
条
―
第
二
百
二
十
二
条
）

第
三
章

補
則
（
第
二
百
二
十
二
条
―
第
二
百
二
十
四
条
）

第
三
章

補
則
（
第
二
百
二
十
三
条
―
第
二
百
二
十
五
条
）

附
則

附
則

（
人
事
教
育
計
画
課
）

（
人
事
教
育
計
画
課
）

第
八
十
二
条

人
事
教
育
計
画
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

第
八
十
二
条

人
事
教
育
計
画
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
～
八

（
略
）

一
～
八

（
略
）

九

職
員
の
離
職
後
の
就
職
に
関
す
る
規
制
並
び
に
自
衛
隊
法
第
六
十
五

（
新
設
）

条
の
十
一
第
一
項
、
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
関
す
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る
こ
と
。

十

（
略
）

九

（
略
）

（
募
集
・
援
護
課
）

（
募
集
・
援
護
課
）

第
八
十
四
条

募
集
・
援
護
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

第
八
十
四
条

募
集
・
援
護
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
職
員
の
再
就
職
の
援
助
に
関
す
る

四

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
職
員
の
再
就
職
の
援
助
に
関
す
る

こ
と
（
人
事
教
育
計
画
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

こ
と
。

五

（
略
）

五

（
略
）

（
補
任
課
）

（
補
任
課
）

第
百
十
四
条

補
任
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

第
百
十
四
条

補
任
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

職
員
の
離
職
後
の
就
職
に
関
す
る
規
制
並
び
に
自
衛
隊
法
第
六
十
五

（
新
設
）

条
の
十
一
第
一
項
、
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
関
す

る
こ
と
。

（
援
護
業
務
課
）

（
援
護
業
務
課
）

第
百
十
六
条

援
護
業
務
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

第
百
十
六
条

援
護
業
務
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
職
員
の
再
就
職
の
援
助
に
関
す
る

三

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
職
員
の
再
就
職
の
援
助
に
関
す
る

こ
と
（
補
任
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

こ
と
。

（
補
任
課
）

（
補
任
課
）

第
百
四
十
三
条

補
任
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

第
百
四
十
三
条

補
任
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）
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三

職
員
の
離
職
後
の
就
職
に
関
す
る
規
制
並
び
に
自
衛
隊
法
第
六
十
五

（
新
設
）

条
の
十
一
第
一
項
、
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
関
す

る
こ
と
。

（
募
集
・
援
護
課
）

（
募
集
・
援
護
課
）

第
百
四
十
五
条

募
集
・
援
護
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

第
百
四
十
五
条

募
集
・
援
護
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

五

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
職
員
の
再
就
職
の
援
助
に
関
す
る

五

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
職
員
の
再
就
職
の
援
助
に
関
す
る

こ
と
（
補
任
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

こ
と
。

（
技
術
戦
略
部
の
所
掌
事
務
）

（
技
術
戦
略
部
の
所
掌
事
務
）

第
百
七
十
五
条

技
術
戦
略
部
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

第
百
七
十
五
条

技
術
戦
略
部
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
～
十
一

（
略
）

一
～
十
一

（
略
）

十
二

航
空
装
備
研
究
所
、
陸
上
装
備
研
究
所
、
艦
艇
装
備
研
究
所
、
次

十
二

航
空
装
備
研
究
所
、
陸
上
装
備
研
究
所
、
艦
艇
装
備
研
究
所
、
電

世
代
装
備
研
究
所
、
千
歳
試
験
場
、
下
北
試
験
場
及
び
岐
阜
試
験
場
の

子
装
備
研
究
所
、
先
進
技
術
推
進
セ
ン
タ
ー
、
千
歳
試
験
場
、
下
北
試

管
理
及
び
運
営
一
般
に
関
す
る
こ
と
。

験
場
及
び
岐
阜
試
験
場
の
管
理
及
び
運
営
一
般
に
関
す
る
こ
と
。

第
四
目

技
術
戦
略
部

第
四
目

技
術
戦
略
部

（
技
術
戦
略
部
に
置
く
課
等
）

（
技
術
戦
略
部
に
置
く
課
等
）

第
百
九
十
六
条

技
術
戦
略
部
に
、
技
術
戦
略
課
並
び
に
技
術
計
画
官
一
人

第
百
九
十
六
条

技
術
戦
略
部
に
、
技
術
戦
略
課
並
び
に
技
術
計
画
官
一
人

、
技
術
振
興
官
一
人
及
び
技
術
連
携
推
進
官
一
人
を
置
く
。

及
び
技
術
振
興
官
一
人
を
置
く
。

（
技
術
戦
略
課
の
所
掌
事
務
）

（
技
術
戦
略
課
の
所
掌
事
務
）

第
百
九
十
七
条

技
術
戦
略
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

第
百
九
十
七
条

技
術
戦
略
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）
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五

防
衛
装
備
庁
の
所
掌
事
務
に
係
る
科
学
技
術
に
関
す
る
資
料
及
び
情

五

防
衛
装
備
庁
の
所
掌
事
務
に
係
る
科
学
技
術
に
関
す
る
資
料
及
び
情

報
の
収
集
、
整
理
及
び
分
析
に
関
す
る
こ
と
（
技
術
連
携
推
進
官
の
所

報
の
収
集
、
整
理
及
び
分
析
に
関
す
る
こ
と
。

掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

六
・
七

（
略
）

六
・
七

（
略
）

（
技
術
計
画
官
の
職
務
）

（
技
術
計
画
官
の
職
務
）

第
百
九
十
八
条

技
術
計
画
官
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

第
百
九
十
八
条

技
術
計
画
官
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
～
五

（
略
）

一
～
五

（
略
）

六

航
空
装
備
研
究
所
、
陸
上
装
備
研
究
所
、
艦
艇
装
備
研
究
所
、
次
世

六

航
空
装
備
研
究
所
、
陸
上
装
備
研
究
所
、
艦
艇
装
備
研
究
所
、
電
子

代
装
備
研
究
所
、
千
歳
試
験
場
、
下
北
試
験
場
及
び
岐
阜
試
験
場
の
管

装
備
研
究
所
、
先
進
技
術
推
進
セ
ン
タ
ー
、
千
歳
試
験
場
、
下
北
試
験

理
及
び
運
営
一
般
に
関
す
る
こ
と
。

場
及
び
岐
阜
試
験
場
の
管
理
及
び
運
営
一
般
に
関
す
る
こ
と
。

（
技
術
振
興
官
の
職
務
）

（
技
術
振
興
官
の
職
務
）

第
百
九
十
九
条

技
術
振
興
官
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

第
百
九
十
九
条

技
術
振
興
官
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

防
衛
装
備
庁
の
所
掌
事
務
に
係
る
科
学
技
術
に
つ
い
て
の
研
究
の
委

二

防
衛
装
備
庁
の
所
掌
事
務
に
係
る
科
学
技
術
に
つ
い
て
の
研
究
の
委

託
に
関
す
る
こ
と
（
技
術
連
携
推
進
官
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く

託
に
関
す
る
こ
と
。

。
）
。

三
・
四

（
略
）

三
・
四

（
略
）

五

防
衛
装
備
庁
の
所
掌
事
務
に
係
る
科
学
技
術
に
関
す
る
資
料
及
び
情

五

防
衛
装
備
庁
の
所
掌
事
務
に
係
る
科
学
技
術
に
関
す
る
資
料
及
び
情

報
の
管
理
及
び
提
供
に
関
す
る
こ
と
（
技
術
連
携
推
進
官
の
所
掌
に
属

報
の
管
理
及
び
提
供
に
関
す
る
こ
と
。

す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

（
技
術
連
携
推
進
官
の
職
務
）

第
百
九
十
九
条
の
二

技
術
連
携
推
進
官
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ

（
新
設
）

ど
る
。
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一

防
衛
装
備
庁
の
所
掌
事
務
に
係
る
科
学
技
術
に
関
す
る
研
究
の
連
携

に
関
す
る
資
料
及
び
情
報
の
収
集
、
整
理
、
分
析
、
管
理
及
び
提
供
に

関
す
る
こ
と
。

二

防
衛
装
備
庁
の
所
掌
事
務
に
係
る
科
学
技
術
に
つ
い
て
の
研
究
の
委

託
に
関
す
る
契
約
に
関
す
る
業
務
の
連
絡
調
整
及
び
当
該
契
約
の
履
行

の
促
進
に
関
す
る
こ
と
。

第
五
目

調
達
管
理
部

第
五
目

調
達
管
理
部

（
設
置
）

（
設
置
）

第
二
百
十
三
条

防
衛
装
備
庁
に
、
次
の
施
設
等
機
関
を
置
く
。

第
二
百
十
三
条

防
衛
装
備
庁
に
、
次
の
施
設
等
機
関
を
置
く
。

航
空
装
備
研
究
所

航
空
装
備
研
究
所

陸
上
装
備
研
究
所

陸
上
装
備
研
究
所

艦
艇
装
備
研
究
所

艦
艇
装
備
研
究
所

次
世
代
装
備
研
究
所

電
子
装
備
研
究
所

先
進
技
術
推
進
セ
ン
タ
ー

千
歳
試
験
場

千
歳
試
験
場

下
北
試
験
場

下
北
試
験
場

岐
阜
試
験
場

岐
阜
試
験
場

（
航
空
装
備
研
究
所
）

（
航
空
装
備
研
究
所
）

第
二
百
十
四
条

航
空
装
備
研
究
所
は
、
航
空
機
及
び
航
空
機
用
機
器
並
び

第
二
百
十
四
条

航
空
装
備
研
究
所
は
、
航
空
機
及
び
航
空
機
用
機
器
並
び

に
誘
導
武
器
に
つ
い
て
の
考
案
、
調
査
研
究
及
び
試
験
並
び
に
規
格
に
関

に
誘
導
武
器
に
つ
い
て
の
考
案
、
調
査
研
究
及
び
試
験
並
び
に
規
格
に
関

す
る
資
料
の
作
成
に
関
す
る
業
務
（
陸
上
装
備
研
究
所
の
所
掌
に
属
す
る

す
る
資
料
の
作
成
に
関
す
る
業
務
（
陸
上
装
備
研
究
所
及
び
先
進
技
術
推

も
の
を
除
く
。
）
を
つ
か
さ
ど
る
。

進
セ
ン
タ
ー
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
つ
か
さ
ど
る
。

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）
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（
陸
上
装
備
研
究
所
）

（
陸
上
装
備
研
究
所
）

第
二
百
十
五
条

陸
上
装
備
研
究
所
は
、
次
に
掲
げ
る
業
務
を
つ
か
さ
ど
る

第
二
百
十
五
条

陸
上
装
備
研
究
所
は
、
次
に
掲
げ
る
業
務
を
つ
か
さ
ど
る

。

。

一

火
器
及
び
弾
火
薬
類
、
施
設
器
材
並
び
に
車
両
及
び
車
両
用
機
器
に

一

火
器
及
び
弾
火
薬
類
、
施
設
器
材
並
び
に
車
両
及
び
車
両
用
機
器
に

つ
い
て
の
考
案
、
調
査
研
究
及
び
試
験
並
び
に
規
格
に
関
す
る
資
料
の

つ
い
て
の
考
案
、
調
査
研
究
及
び
試
験
並
び
に
規
格
に
関
す
る
資
料
の

作
成
に
関
す
る
こ
と
。

作
成
に
関
す
る
こ
と
（
先
進
技
術
推
進
セ
ン
タ
ー
の
所
掌
に
属
す
る
も

の
を
除
く
。
）
。

二

（
略
）

二

（
略
）

三

理
化
学
器
材
、
衛
生
資
材
及
び
個
人
装
具
に
つ
い
て
の
考
案
、
調
査

（
新
設
）

研
究
及
び
試
験
並
び
に
規
格
に
関
す
る
資
料
の
作
成
に
関
す
る
こ
と
。

四

放
射
線
、
生
物
剤
及
び
化
学
剤
に
対
処
す
る
た
め
の
技
術
に
係
る
考

（
新
設
）

案
、
調
査
研
究
及
び
試
験
並
び
に
規
格
に
関
す
る
資
料
の
作
成
に
関
す

る
こ
と
。

五

装
備
品
等
に
つ
い
て
の
人
間
工
学
に
係
る
考
案
、
調
査
研
究
及
び
試

（
新
設
）

験
並
び
に
規
格
に
関
す
る
資
料
の
作
成
に
関
す
る
こ
と
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
艦
艇
装
備
研
究
所
）

（
艦
艇
装
備
研
究
所
）

第
二
百
十
六
条

艦
艇
装
備
研
究
所
は
、
船
舶
及
び
船
舶
用
機
器
並
び
に
水

第
二
百
十
六
条

艦
艇
装
備
研
究
所
は
、
船
舶
及
び
船
舶
用
機
器
並
び
に
水

中
武
器
、
音
響
器
材
、
磁
気
器
材
及
び
掃
海
器
材
に
つ
い
て
の
考
案
、
調

中
武
器
、
音
響
器
材
、
磁
気
器
材
及
び
掃
海
器
材
に
つ
い
て
の
考
案
、
調

査
研
究
及
び
試
験
並
び
に
規
格
に
関
す
る
資
料
の
作
成
に
関
す
る
業
務
（

査
研
究
及
び
試
験
並
び
に
規
格
に
関
す
る
資
料
の
作
成
に
関
す
る
業
務
（

陸
上
装
備
研
究
所
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
つ
か
さ
ど
る
。

陸
上
装
備
研
究
所
及
び
先
進
技
術
推
進
セ
ン
タ
ー
の
所
掌
に
属
す
る
も
の

を
除
く
。
）
を
つ
か
さ
ど
る
。

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）
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（
次
世
代
装
備
研
究
所
）

（
電
子
装
備
研
究
所
）

第
二
百
十
七
条

次
世
代
装
備
研
究
所
は
、
次
に
掲
げ
る
業
務
を
つ
か
さ
ど

第
二
百
十
七
条

電
子
装
備
研
究
所
は
、
通
信
器
材
、
電
波
器
材
、
電
子
計

る
。

算
機
、
電
気
器
材
及
び
光
波
器
材
に
つ
い
て
の
考
案
、
調
査
研
究
及
び
試

一

装
備
品
等
の
研
究
開
発
に
応
用
さ
れ
る
先
進
技
術
に
係
る
考
案
、
調

験
並
び
に
規
格
に
関
す
る
資
料
の
作
成
に
関
す
る
業
務
（
陸
上
装
備
研
究

査
研
究
及
び
試
験
に
関
す
る
こ
と
（
航
空
装
備
研
究
所
、
陸
上
装
備
研

所
及
び
先
進
技
術
推
進
セ
ン
タ
ー
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
並

究
所
及
び
艦
艇
装
備
研
究
所
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

び
に
防
衛
装
備
庁
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
数
理
研
究
に
関
す
る
業
務
を
つ

二

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
通
信
器
材
、
電
波
器
材
、
電
子
計
算

か
さ
ど
る
。

機
、
電
気
器
材
及
び
光
波
器
材
に
つ
い
て
の
考
案
、
調
査
研
究
及
び
試

験
並
び
に
規
格
に
関
す
る
資
料
の
作
成
に
関
す
る
こ
と
（
陸
上
装
備
研

究
所
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
並
び
に
防
衛
装
備
庁
の
所
掌

事
務
に
関
す
る
数
理
研
究
に
関
す
る
こ
と
。

三

装
備
品
等
に
つ
い
て
の
自
衛
隊
に
お
い
て
必
要
と
さ
れ
る
科
学
的
調

査
研
究
に
関
す
る
こ
と
。

２

防
衛
大
臣
は
、
次
世
代
装
備
研
究
所
の
所
掌
業
務
の
一
部
を
分
掌
さ
せ

２

防
衛
大
臣
は
、
電
子
装
備
研
究
所
の
所
掌
業
務
の
一
部
を
分
掌
さ
せ
る

る
た
め
、
所
要
の
地
に
、
次
世
代
装
備
研
究
所
の
支
所
を
設
け
る
こ
と
が

た
め
、
所
要
の
地
に
、
電
子
装
備
研
究
所
の
支
所
を
設
け
る
こ
と
が
で
き

で
き
る
。

る
。

３

次
世
代
装
備
研
究
所
の
位
置
及
び
内
部
組
織
並
び
に
支
所
の
名
称
、
位

３

電
子
装
備
研
究
所
の
位
置
及
び
内
部
組
織
並
び
に
支
所
の
名
称
、
位
置

置
、
所
掌
業
務
及
び
内
部
組
織
は
、
防
衛
省
令
で
定
め
る
。

、
所
掌
業
務
及
び
内
部
組
織
は
、
防
衛
省
令
で
定
め
る
。

（
先
進
技
術
推
進
セ
ン
タ
ー
）

（
削
る
）

第
二
百
十
八
条

先
進
技
術
推
進
セ
ン
タ
ー
は
、
次
に
掲
げ
る
業
務
を
つ
か

さ
ど
る
。

一

ロ
ボ
ッ
ト
技
術
並
び
に
放
射
線
、
生
物
剤
及
び
化
学
剤
に
対
処
す
る

た
め
の
技
術
に
係
る
考
案
、
調
査
研
究
及
び
試
験
並
び
に
規
格
に
関
す

る
資
料
の
作
成
に
関
す
る
こ
と
。

二

装
備
品
等
に
つ
い
て
の
人
間
工
学
に
係
る
考
案
、
調
査
研
究
及
び
試
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験
並
び
に
規
格
に
関
す
る
資
料
の
作
成
に
関
す
る
こ
と
。

三

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
装
備
品
等
の
開
発
に
応
用
さ
れ
る

先
進
技
術
に
係
る
考
案
及
び
調
査
研
究
に
関
す
る
こ
と
。

四

理
化
学
器
材
、
衛
生
資
材
及
び
個
人
装
具
に
つ
い
て
の
考
案
、
調
査

研
究
及
び
試
験
並
び
に
規
格
に
関
す
る
資
料
の
作
成
に
関
す
る
こ
と
。

五

装
備
品
等
に
つ
い
て
の
自
衛
隊
に
お
い
て
必
要
と
さ
れ
る
科
学
的
調

査
研
究
に
関
す
る
こ
と
。

六

防
衛
装
備
庁
の
所
掌
事
務
に
係
る
科
学
技
術
に
つ
い
て
の
研
究
の
委

託
に
関
す
る
契
約
の
締
結
及
び
履
行
の
促
進
に
関
す
る
こ
と
。

２

先
進
技
術
推
進
セ
ン
タ
ー
の
位
置
及
び
内
部
組
織
は
、
防
衛
省
令
で
定

め
る
。

（
研
究
所
の
所
掌
業
務
の
特
例
）

（
研
究
所
及
び
先
進
技
術
推
進
セ
ン
タ
ー
の
所
掌
業
務
の
特
例
）

第
二
百
十
八
条

防
衛
装
備
庁
長
官
は
、
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き

第
二
百
十
九
条

防
衛
装
備
庁
長
官
は
、
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き

は
、
第
二
百
十
四
条
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
防
衛
大
臣

は
、
第
二
百
十
四
条
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
防
衛
大
臣

の
承
認
を
得
て
、
臨
時
に
、
航
空
装
備
研
究
所
、
陸
上
装
備
研
究
所
、
艦

の
承
認
を
得
て
、
臨
時
に
、
航
空
装
備
研
究
所
、
陸
上
装
備
研
究
所
、
艦

艇
装
備
研
究
所
及
び
次
世
代
装
備
研
究
所
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
研

艇
装
備
研
究
所
及
び
電
子
装
備
研
究
所
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
研
究

究
所
」
と
い
う
。
）
に
他
の
研
究
所
の
所
掌
業
務
の
一
部
を
つ
か
さ
ど
ら

所
」
と
い
う
。
）
に
他
の
研
究
所
又
は
先
進
技
術
推
進
セ
ン
タ
ー
の
所
掌

せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

業
務
の
一
部
を
、
先
進
技
術
推
進
セ
ン
タ
ー
に
研
究
所
の
所
掌
業
務
の
一

部
を
つ
か
さ
ど
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
百
十
九
条
～
第
二
百
二
十
一
条

（
略
）

第
二
百
二
十
条
～
第
二
百
二
十
二
条

（
略
）

第
三
章

補
則

第
三
章

補
則

第
二
百
二
十
二
条
～
第
二
百
二
十
四
条

（
略
）

第
二
百
二
十
三
条
～
第
二
百
二
十
五
条

（
略
）
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附

則

附

則

１
～
４

（
略
）

１
～
４

（
略
）

５

第
十
条
の
三
第
一
項
の
審
議
官
（
前
項
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）

５

第
十
条
の
三
第
一
項
の
審
議
官
（
前
項
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）

の
う
ち
一
人
は
、
令
和
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
置
か
れ
る
も
の
と
す

の
う
ち
一
人
は
、
令
和
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
置
か
れ
る
も
の
と
す
る

る
。

。

（
大
臣
官
房
参
事
官
の
設
置
期
間
の
特
例
）

（
大
臣
官
房
参
事
官
の
設
置
期
間
の
特
例
）

６

第
十
条
の
四
第
一
項
の
参
事
官
の
う
ち
一
人
は
、
令
和
十
三
年
三
月
三

６

第
十
条
の
四
第
一
項
の
参
事
官
の
う
ち
一
人
は
、
令
和
三
年
三
月
三
十

十
一
日
ま
で
置
か
れ
る
も
の
と
す
る
。

一
日
ま
で
置
か
れ
る
も
の
と
す
る
。

７
～

（
略
）

７
～

（
略
）

13

13

（
沖
縄
防
衛
局
の
次
長
の
設
置
期
間
の
特
例
）

（
沖
縄
防
衛
局
の
次
長
の
設
置
期
間
の
特
例
）

第
百
六
十
七
条
第
一
項
の
沖
縄
防
衛
局
の
次
長
の
う
ち
一
人
は
、
令
和

第
百
六
十
七
条
第
一
項
の
沖
縄
防
衛
局
の
次
長
の
う
ち
一
人
は
、
令
和

14

14

十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
置
か
れ
る
も
の
と
す
る
。

三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
置
か
れ
る
も
の
と
す
る
。
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○

自
衛
隊
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
九
年
政
令
第
百
七
十
九
号
）
（
第
二
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
課
長
の
官
職
に
準
ず
る
官
職
）

（
課
長
の
官
職
に
準
ず
る
官
職
）

第
五
十
一
条
の
六

法
第
三
十
条
の
二
第
一
項
第
七
号
に
規
定
す
る
政
令
で

第
五
十
一
条
の
六

法
第
三
十
条
の
二
第
一
項
第
七
号
に
規
定
す
る
政
令
で

定
め
る
官
職
は
、
次
に
掲
げ
る
官
職
と
す
る
。

定
め
る
官
職
は
、
次
に
掲
げ
る
官
職
と
す
る
。

一
～
二
十
五

（
略
）

一
～
二
十
五

（
略
）

二
十
六

技
術
連
携
推
進
官

（
新
設
）

二
十
七
～
三
十
六

（
略
）

二
十
六
～
三
十
五

（
略
）
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○

防
衛
省
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
二
十
七
年
政
令
第
三
百
六
十
八
号
）
（
第
三
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
一
等
陸
佐
、
一
等
海
佐
又
は
一
等
空
佐
以
上
の
自
衛
官
に
対
す
る
自
衛

（
一
等
陸
佐
、
一
等
海
佐
又
は
一
等
空
佐
以
上
の
自
衛
官
に
対
す
る
自
衛

官
俸
給
表
の
適
用
範
囲
の
区
分
）

官
俸
給
表
の
適
用
範
囲
の
区
分
）

第
四
条

法
別
表
第
二
自
衛
官
俸
給
表
の
備
考
㈠
の
政
令
で
定
め
る
官
職
は

第
四
条

法
別
表
第
二
自
衛
官
俸
給
表
の
備
考
㈠
の
政
令
で
定
め
る
官
職
は

、
統
合
幕
僚
長
、
陸
上
幕
僚
長
、
海
上
幕
僚
長
、
航
空
幕
僚
長
、
陸
上
総

、
統
合
幕
僚
長
、
陸
上
幕
僚
長
、
海
上
幕
僚
長
、
航
空
幕
僚
長
、
陸
上
総

隊
司
令
官
、
方
面
総
監
、
自
衛
艦
隊
司
令
官
、
横
須
賀
地
方
総
監
、
佐
世

隊
司
令
官
、
方
面
総
監
、
自
衛
艦
隊
司
令
官
、
横
須
賀
地
方
総
監
、
佐
世

保
地
方
総
監
、
航
空
総
隊
司
令
官
、
航
空
教
育
集
団
司
令
官
、
情
報
本
部

保
地
方
総
監
、
航
空
総
隊
司
令
官
、
航
空
教
育
集
団
司
令
官
そ
の
他
こ
れ

長
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
防
衛
省
令
で
定
め
る
官
職
と
す
る
。

ら
に
準
ず
る
防
衛
省
令
で
定
め
る
官
職
と
す
る
。

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
指
定
職
俸
給
表
の
適
用
を
受
け
る
事
務
官
等
の
号
俸
等
）

（
指
定
職
俸
給
表
の
適
用
を
受
け
る
事
務
官
等
の
号
俸
等
）

第
六
条
の
二
十

（
略
）

第
六
条
の
二
十

（
略
）

２

法
第
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
自
衛
官
の
俸
給
月
額
は
、
次
の
表
に
掲

２

法
第
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
自
衛
官
の
俸
給
月
額
は
、
次
の
表
に
掲

げ
る
そ
の
者
の
占
め
る
官
職
に
対
応
す
る
同
表
に
定
め
る
号
俸
に
よ
る
額

げ
る
そ
の
者
の
占
め
る
官
職
に
対
応
す
る
同
表
に
定
め
る
号
俸
に
よ
る
額

と
す
る
。

と
す
る
。

項

官

職

号

俸

項

官

職

号

俸

三

陸
上
総
隊
司
令
官

五
号
俸

三

陸
上
総
隊
司
令
官

五
号
俸

方
面
総
監

方
面
総
監
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自
衛
艦
隊
司
令
官

自
衛
艦
隊
司
令
官

横
須
賀
地
方
総
監

横
須
賀
地
方
総
監

佐
世
保
地
方
総
監

佐
世
保
地
方
総
監

航
空
総
隊
司
令
官

航
空
総
隊
司
令
官

航
空
教
育
集
団
司
令
官

航
空
教
育
集
団
司
令
官

情
報
本
部
長

（
新
設
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

備
考

（
略
）

備
考

（
略
）

（
訓
練
招
集
手
当
の
日
額
等
）

（
訓
練
招
集
手
当
の
日
額
等
）

第
十
七
条
の
十
四

訓
練
招
集
手
当
の
日
額
は
、
予
備
自
衛
官
に
あ
つ
て
は

第
十
七
条
の
十
四

訓
練
招
集
手
当
の
日
額
は
、
予
備
自
衛
官
に
あ
つ
て
は

八
千
三
百
円
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
防
衛
大
臣
が
定
め
る
額
と
し
、
即
応

八
千
百
円
と
し
、
即
応
予
備
自
衛
官
に
あ
つ
て
は
一
万
四
千
二
百
円
を
超

予
備
自
衛
官
に
あ
つ
て
は
一
万
四
千
二
百
円
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
防
衛

え
な
い
範
囲
内
で
防
衛
大
臣
が
定
め
る
額
と
す
る
。

大
臣
が
定
め
る
額
と
す
る
。

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
教
育
訓
練
招
集
手
当
の
日
額
等
）

（
教
育
訓
練
招
集
手
当
の
日
額
等
）

第
十
七
条
の
十
五

教
育
訓
練
招
集
手
当
の
日
額
は
、
八
千
二
百
円
と
す
る

第
十
七
条
の
十
五

教
育
訓
練
招
集
手
当
の
日
額
は
、
七
千
九
百
円
と
す
る

。

。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
給
与
年
額
相
当
額
）

（
給
与
年
額
相
当
額
）

第
二
十
四
条

法
第
二
十
七
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
と

第
二
十
四
条

法
第
二
十
七
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
と
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こ
ろ
に
よ
り
計
算
し
た
額
は
、
若
年
定
年
退
職
者
が
退
職
し
た
日
の
属
す

こ
ろ
に
よ
り
計
算
し
た
額
は
、
若
年
定
年
退
職
者
が
退
職
し
た
日
の
属
す

る
年
の
翌
年
（
以
下
「
退
職
の
翌
年
」
と
い
う
。
）
ま
で
自
衛
官
と
し
て

る
年
の
翌
年
（
以
下
「
退
職
の
翌
年
」
と
い
う
。
）
ま
で
自
衛
官
と
し
て

在
職
し
て
い
た
と
仮
定
し
た
場
合
に
お
い
て
そ
の
年
に
受
け
る
べ
き
次
に

在
職
し
て
い
た
と
仮
定
し
た
場
合
に
お
い
て
そ
の
年
に
受
け
る
べ
き
次
に

掲
げ
る
額
を
合
算
し
た
額
と
す
る
。

掲
げ
る
額
を
合
算
し
た
額
と
す
る
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

五

退
職
の
翌
年
の
六
月
一
日
及
び
十
二
月
一
日
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
第

五

退
職
の
翌
年
の
六
月
一
日
及
び
十
二
月
一
日
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
第

一
号
及
び
第
三
号
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
り
そ
の
者
が
受
け
る
べ
き

一
号
及
び
第
三
号
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
り
そ
の
者
が
受
け
る
べ
き

も
の
と
さ
れ
る
俸
給
及
び
営
外
手
当
の
月
額
の
合
計
額
（
そ
の
者
が
退

も
の
と
さ
れ
る
俸
給
及
び
営
外
手
当
の
月
額
の
合
計
額
（
そ
の
者
が
退

職
の
日
の
前
日
に
お
い
て
第
十
二
条
の
七
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
二

職
の
日
の
前
日
に
お
い
て
第
十
二
条
の
七
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
二

条
の
六
第
一
項
第
四
号
又
は
第
五
号
に
規
定
す
る
職
員
に
該
当
す
る
と

条
の
六
第
一
項
第
四
号
又
は
第
五
号
に
規
定
す
る
職
員
に
該
当
す
る
と

き
は
、
第
一
号
及
び
第
三
号
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
り
そ
の
者
が
受

き
は
、
第
一
号
及
び
第
三
号
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
り
そ
の
者
が
受

け
る
べ
き
も
の
と
さ
れ
る
俸
給
及
び
営
外
手
当
の
月
額
の
合
計
額
に
第

け
る
べ
き
も
の
と
さ
れ
る
俸
給
及
び
営
外
手
当
の
月
額
の
合
計
額
に
第

十
二
条
の
七
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
二
条
の
六
第
二
項
に
規
定
す
る

十
二
条
の
七
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
二
条
の
六
第
二
項
に
規
定
す
る

と
こ
ろ
に
よ
る
そ
の
者
に
係
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
を
加
算
し
た
額

と
こ
ろ
に
よ
る
そ
の
者
に
係
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
を
加
算
し
た
額

）
に
百
分
の
九
十
五
を
乗
じ
て
勤
勉
手
当
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
得

）
に
六
月
一
日
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
百
分
の
九
十
二
・
五
を
、
十

た
額
の
合
計
額

二
月
一
日
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
百
分
の
九
十
七
・
五
を
そ
れ
ぞ
れ

乗
じ
て
勤
勉
手
当
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
得
た
額
の
合
計
額

別
表
第
二
（
第
八
条
の
二
関
係
）

別
表
第
二
（
第
八
条
の
二
関
係
）

勤
務
箇
所

職

員

調
整
数

勤
務
箇
所

職

員

調
整
数

自
衛
隊
に
置

自
衛
隊
に
置

か
れ
る
病
院

か
れ
る
病
院
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防
衛
省
組
織
令
第
百
八
十
一
条
第
十
号
に

規
定
す
る
事
務
に
従
事
す
る
こ
と
を
本
務

防
衛
装
備
庁

一

と
す
る
職
員
（
防
衛
大
臣
の
定
め
る
者
に

限
る
。
）

別
表
第
三
（
第
八
条
の
三
関
係
）

別
表
第
三
（
第
八
条
の
三
関
係
）

組

織

の

区

分

官

職

種

別

組

織

の

区

分

官

職

種

別

自
衛
隊
地
区
病
院

自
衛
隊
地
区
病
院

（
削
る
）

（
削
る
）

（
削
る
）

情
報
本
部

情
報
本
部
長

一
種

防
衛
監
察
本
部

（
略
）

（
略
）

防
衛
監
察
本
部

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

防
衛
技
監

防
衛
技
監

部
長

部
長

装
備
官

装
備
官

審
議
官

審
議
官

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
管
理
総
括
官

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
管
理
総
括
官
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革
新
技
術
戦
略
官

革
新
技
術
戦
略
官

調
達
総
括
官

調
達
総
括
官

総
務
官

総
務
官

人
事
官

人
事
官

会
計
官

会
計
官

監
察
監
査
・
評
価
官

監
察
監
査
・
評
価
官

艦
船
設
計
官

艦
船
設
計
官

課
長

課
長

装
備
保
全
管
理
官

装
備
保
全
管
理
官

防
衛
装
備
庁
内
部
部
局

事
業
計
画
官

一
種

防
衛
装
備
庁
内
部
部
局

事
業
計
画
官

一
種

事
業
監
理
官

事
業
監
理
官

装
備
技
術
官

装
備
技
術
官

技
術
計
画
官

技
術
計
画
官

技
術
振
興
官

技
術
振
興
官

技
術
連
携
推
進
官

原
価
管
理
官

原
価
管
理
官

企
業
調
査
官

企
業
調
査
官

需
品
調
達
官

需
品
調
達
官

武
器
調
達
官

武
器
調
達
官

電
子
音
響
調
達
官

電
子
音
響
調
達
官

艦
船
調
達
官

艦
船
調
達
官

通
信
電
気
調
達
官

通
信
電
気
調
達
官

航
空
機
調
達
官

航
空
機
調
達
官

輸
入
調
達
官

輸
入
調
達
官

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）
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（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

備
考

（
略
）

備
考

（
略
）

別
表
第
五
（
第
九
条
の
七
関
係
）

別
表
第
五
（
第
九
条
の
七
関
係
）

種

類

支
給
さ
れ
る
職
員
の
範
囲

支

給

額

種

類

支
給
さ
れ
る
職
員
の
範
囲

支

給

額

感
染
症
看

（
略
）

（
略
）

感
染
症
看

（
略
）

（
略
）

護
等
手
当

護
等
手
当

救
急
救
命

医
師
が
乗
り
組
ん
で
い
な
い
艦
船

業
務
一
日
に
つ
き

（
新
設
）

（
新
設
）

（
新
設
）

処
置
手
当

（
診
療
室
そ
の
他
の
医
療
が
行
わ

二
千
円

れ
る
設
備
を
有
す
る
も
の
を
除
く

。
）
又
は
航
空
機
に
お
い
て
、
救

急
救
命
士
法
（
平
成
三
年
法
律
第

三
十
六
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規

定
す
る
救
急
救
命
処
置
を
行
う
業

務
に
従
事
す
る
救
急
救
命
士

備
考

（
略
）

備
考

（
略
）
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○

科
学
技
術
・
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
創
出
の
活
性
化
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
二
十
年
政
令
第
三
百
十
四
号
）
（
附
則
第
三
項
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

別
表
第
一
（
第
一
条
、
第
二
条
、
第
八
条
―
第
十
条
、
第
十
四
条
関
係
）

別
表
第
一
（
第
一
条
、
第
二
条
、
第
八
条
―
第
十
条
、
第
十
四
条
関
係
）

四

一

防
衛
装
備
庁
航
空
装
備
研
究
所

四

一

防
衛
装
備
庁
航
空
装
備
研
究
所

二

防
衛
装
備
庁
陸
上
装
備
研
究
所

二

防
衛
装
備
庁
陸
上
装
備
研
究
所

三

防
衛
装
備
庁
艦
艇
装
備
研
究
所

三

防
衛
装
備
庁
艦
艇
装
備
研
究
所

四

防
衛
装
備
庁
次
世
代
装
備
研
究
所

四

防
衛
装
備
庁
電
子
装
備
研
究
所

（
削
る
）

五

防
衛
装
備
庁
先
進
技
術
推
進
セ
ン
タ
ー

五

防
衛
装
備
庁
千
歳
試
験
場

六

防
衛
装
備
庁
千
歳
試
験
場

六

防
衛
装
備
庁
下
北
試
験
場

七

防
衛
装
備
庁
下
北
試
験
場

七

防
衛
装
備
庁
岐
阜
試
験
場

八

防
衛
装
備
庁
岐
阜
試
験
場


